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市立豊中病院院内保育所運営事業委託業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

この要領は、市立豊中病院が実施する「市立豊中病院院内保育所運営事業委託業務」（以下「業務」と

いう。）の事業者選定にあたり、知識や経験の豊富な保育士による保育業務を行うことができる事業者の

高い専門性と信頼性、実績、事業実施体制等を慎重に審査選考し、総合的に最も適した事業者を選定す

るための公募型プロポーザルの実施に関する事項を定めるものである。 

 

２．業務委託概要 

① 委託名称   市立豊中病院院内保育所運営業務 

② 委託期間   令和５年(2023年)４月１日から令和１０年(2028年)３月３１日まで 

③ 業務内容   別紙「市立豊中病院院内保育所運営業務委託仕様書」のとおり 

  ④ 委託上限額  年額 ４３,６００,０００ 円（税込） 

 

３．委託事業者選定方針 

  別紙「市立豊中病院院内保育所運営事業業務委託仕様書」による業務を、適正かつ確実に実施する提案内  

容であると共に、これを実施するに必要な能力を有する事業者であること。 

 

４．公募参加資格 

  応募することができる事業者は、当該事業者の実施する事業または他の地方公共団体等からの委託により、

類似業務を実施した実績を有する事業者とする。 

 

５．参加資格要件 

本案件に参加できる者は、企画提案書等の提出期日において、下記のすべての要件を満たす者とする。な

お、企画提案書等の提出後において要件を満たさなくなった場合は参加を認めないこととする。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16条号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

② 企画提案書等の提出期限時点において豊中市入札参加資格を有すること。ただし、豊中市入札参加資

格がない場合において、第一優先交渉者となった場合には、契約締結までに入札参加資格審査申込を

すること。この申込の結果、入札参加資格がないと判断された場合は、優先交渉権を失うことになり

ます。 

③ 本市から豊中市入札参加停止基準（平成 7年 6 月 1日制定）に基づく入札参加停止措置を受けていな

いこと。 

④ 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成 24 年 2 月 1 日制定）に基づく入札参加

除外措置を受けていないこと。 

⑤ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64 条による改正前

の商法（明治 32 年法律第 48 条）第 381 条第 1 項（会社の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定による会社の整理の開

始を命ぜられていない者であること。 

⑥ 平成 12 年 3 月 31 日以前に民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）附則第 2 条による廃止前の和議法

（大正 11年法律第 72号）第 12条第 1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 

⑦ 平成 12年 4月 1日以後に民事再生法第 21条第 1項又は第 2項の規定による再生手続開始の申立てを

していない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条第 1 項の再生手続開

始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第 1 項の再生計画許可の決定が確定した場合にあ

っては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをされなかった者とみなします。 

⑧ 労働関連法令に違反し官公署から摘発や勧告等を受けていないこと。 
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６．スケジュール 

 日程 

募集要項等の公表 令和４年（２０２２年）１０月１４日（金） 

現地見学会 令和４年（２０２２年）１０月２３日（日） 

質問事項の締切 

【様式５】 

令和４年（２０２２年）１０月２８日（金）１７時１５分（必着） 

※質問は【様式５】にてメールにて受け付けます。質問への回答は個別に

は行いません（電話不可）。 

※メールへの件名は必ず「市立豊中病院院内保育所プロポーザル質問」に

してください。 

質問事項への回答 令和４年（２０２２年）１１月４日（金） 

※回答は市立豊中病院のホームページに掲示し、個別回答は行わない。 

応募書類の提出 令和４年（２０２２年）１１月１１日（金）１７時１５分（必着） 

プレゼンテーション審査 令和４年（２０２２年）１１月２５日（金）予定 

※時間・場所は別途通知。 

結果通知予定 令和４年（２０２２年）１１月下旬 

委託契約の締結予定日 令和４年（２０２２年）１２月上旬 

   ※現地見学会については、希望する業者があった場合に実施します。見学を希望する場合は１２．事務

局（提出先・問い合わせ先）に記載している連絡先メールアドレスに１０月２０日（木）までに希望す

る旨お送りください。受付後、詳細については個別に連絡させていただきます。 

 

７．応募手続き等 

  ① 応募書類等の提出 

  【提出期限】 令和４年（２０２２年）１１月１１日（金）１７時１５分必着 

  【提出先】  市立豊中病院 病院総務課 総務係（大阪府豊中市柴原町四丁目１４番１号） 

         受付時間：９時から１７時１５分 

  【提出方法】 持参（土日及び時間外は受付不可） 

  【提出書類】 

項目 内容 様式 

プロポーザル

参加申込書 

・正本１部のみ提案者の代表印を押印。副本は複写可。 様式１ 

企画提案書 ・各項目に基づき提案内容を記載してください。 

・任意の場合は、様式２に記載の項目は必須とします。 

様式２また

は任意 

法人概要書 ・任意の場合は、様式３に記載の項目は必須とします。 

・連絡先（担当者氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、e-mail アドレス）を

必ず記載してください。 

様式３また

は任意 

履歴事項全部証明書 任意 

直近３事業年度の事業報告書、賃借対照表及び損益決算書又はこれらに類するもの。 任意 

見積書 ・内訳書（任意様式）を添付してください。 

・正本１部のみ提案者の代表者印を押印、副本は複写可。 

任意 

誓約書 ・正本１部のみ提案者の代表者印を押印、副本は複写可。 様式４ 

 

※１ 提出書類の規格は、Ａ４版片とじ、横書き、両面印刷とする。 

   ※２ 提出部数は１０部（正本１部、副本９部）とし、上記の提出書類に項目ごとのインデックスを付

け、全体をファイル等で綴ること。 
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 ② 応募書類の取り扱い 

   ・提出書類の分割提出は認めません。また、提出書類の不足又は提出期限内未到着の場合は、応募を無

効とします。 

   ・提出書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。 

   ・提出書類に不備等が発見された場合は修正を求めることがあります。 

   ・提出期限後の差し替えは認めません（補正等を求める場合を除く）。 

   ・提出書類の作成及び提出に係る費用は、全て提案者の負担とします。 

   ・提出書類の著作権は、本業務の提案募集の審査結果が確定するまでの間は提案者に帰属します。提出

書類等は事業者選定のみに利用し、他の目的には使用しません。また、企画提案書類等は、豊中市情

報公開条例に定めるところにより、公開される場合があります。 

 

８．審査方法等 

（１）審査について 

① 市立豊中病院職員で構成する「市立豊中病院院内保育所運営事業委託事業者選定委員会」（以下「選

定委員会」という）を設置し審査を行います。 

② 選定委員会の会議内容は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません。 

（２）審査方法 

    企画提案書及び企画提案書に基づくプレゼンテーション審査を行い、評価点数の合計による総合評価

で最高得点を得た提案者を優先交渉権者とします。優先交渉権者と交渉に至らなかった場合は、次点

の提案者を優先交渉権者とすることがあります。 

    審査の結果、全体配点の６０％未満の提案者は、順位が１位であっても優先交渉権者としません。な

お、審査結果の確定は、当企画提案審査委員会として最終合議のうえ一本化したものとします。 

    ●プレゼンテーション審査の概要は次のとおりです。 

① 開催日時 令和４年（２０２２年）１１月２５日（金）予定（時間・場所は別途通知） 

② 発表時間：３０分程度（１提案者につき２０分程度のプレゼンテーションのあと、質疑・応答す

ることとします。）。 

③ 機材等：パワーポイント等使用する場合の必要な機材はすべて提案者が用意すること。スクリー

ン、プロジェクター、電源の貸し出しが必要な場合は事前に申し出ること。 

④ プレゼンテーションを行う者：本業務に携わる担当者とします。 

⑤ その他：当日の出席者は１提案者あたり３名以内（プレゼンテーションを行う者を含む）とし、

すべて提案者の雇用する従業員とします。 

（３）評価基準 

     ① 評価の方法について 

       企画提案の内容・実施能力等に関する評価 

【評価点】１００点＝【法人の体制】２０点＋【事業の企画】８０点 

② 採点について 

       次項の項目及び評価内容に基づき採点する（１００点満点） 

    １ 法人の体制について（小計２０点満点） 

評価項目 配点 

（１）組織体制 法人の組織体制が整っており、公正かつ透明性の高い

事業運営が期待できるか。 

５点 

（２）法人の運営実績 保育所の設置運営事業者として十分な実績があるか。 ５点 

（３）法人の財務状況 法人全体の財務状況が健全であり、保育所運営に必要

な経済的基盤を有しているか。 

５点 

（４）本業務に関する収支計画 収支計画は現実的であり、継続的かつ安定的な保育所

運営を期待できるか。 

５点 
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２ 事業の企画・実施について（小計８０点満点） 

評価項目 配点 

保育方針について 

（１）保育理念・目標 保育所を運営するにふさわしい保育理念や目標を持

っているか。 

５点 

（２）保育計画 年間・月間の保育計画や年間行事は、計画や内容が

適切であり、工夫がされているか。 

５点 

（３）１日の流れ １日の保育の流れは、対象年齢の乳幼児の特性を考

慮した内容となっているか。 

５点 

（４）特徴的な保育プログラム 保育プログラムに特徴があり、保育所の規模や院内

保育施設の特性を活かした保育内容が提案されてい

るか。 

５点 

運営体制について 

（５）職員確保 職員の確保策は具体的で実現可能性が高いものであ

るか。 

５点 

（６）職員配置・勤務体制 職員配置や勤務体制について、具体的に提案されて

いるか。職員が不足する事態を生じた場合にバック

アップ体制があるか。 

５点 

（７）研修計画 職員の研修計画を策定する等、指導や育成に対する

考え方が具体的に検討されているか。 

５点 

（８）福利厚生 職員の健康管理や処遇向上に努めているか。 ５点 

（９）安全面への配慮・工夫 保育実施にあたり、安全面に対する配慮が適切であ

り、事故を未然に防ぐ工夫等が具体的になされてい

るか。 

５点 

（１０）食事・おやつの提供 食事及びおやつの提供にあたり、衛生管理、栄養管

理及び安全管理に関する法令等を遵守した提案がさ

れているか。また、アレルギー児へ適切に対応する

ための提案がされているか。 

５点 

苦情管理・安全管理について 

（１１）苦情処理体制 苦情処理の体制や、意見や要望へ対応する仕組みは

検討されているか。 

５点 

（１２）保護者との連絡・連携 保護者との定期的な連絡の体制が整っているかどう

か。 

５点 

（１３）事故及び災害時対応 事故及び災害発生時（感染症蔓延時等含む）の対応

は明確にされているか。また事故防止のために取組

みは検討されているか。 

５点 

（１４）健康管理 乳幼児の健康管理についての考え方や対応方法は適

切であるか。 

５点 

（１５）個人情報保護 個人情報保護に関する取組みについての考え方や対

応方法は適切であるか。 

５点 

見積価格 

（１６）見積価格 予算の範囲内で適切に設定されているか。 ５点 
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（４）最終審査結果の通知 

審査結果は書面にて、令和４年（2022年）１１月下旬にすべての提案者に通知を発送します。なお、

市立豊中病院と仕様並びに価格等の協議の上、病院内での内部手続きを経て、本業務の受託者として決

定されるので、優先交渉権者の通知をもって、本業務の受託者を約するものではありません。 

 

（５）最終審査結果の公表 

    最終審査結果は令和４年(2022 年)１１月下旬に市立豊中病院のホームページにて公表します。公表

内容は以下のとおりです。 

①  優秀提案業者の相手方と評価点 

②  全提案事業者の名称（申込順） 

③  全提案事業者の評価点（評価点順） 

④  最終提案事業者の選定理由（講評ポイント） 

⑤  選定委員会委員の氏名 

 

９．提案者の失格 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

① 本提案期間中に、５．参加資格要件記載している各項目に抵触するに至ったとき。 

② 企画提案書類等の提出書類において、虚偽の内容を記載したとき。 

③ 提出期限までに提出場所に企画提案書類等の提出がないとき。 

④ プレゼンテーション審査に欠席したとき。 

⑤ 一団体で複数の提案をしたとき。 

⑥ 提案に関して談合等の不正行為があったとき 

⑦ 正常な提案の執行を妨げる等の行為があったとき 

⑧ 法令並びに市立豊中病院及び豊中市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ提案を行った

とき。 

⑨ 審査の公平性を害する行為があったとき。 

⑩ 提案上限額を超える提案を行ったとき。 

⑪ 前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等により、選定委員会が失格

であると認めたとき。 

 

１０．契約について 

  ① 優先交渉権者は採択された提案をもとに、市立豊中病院と協議するものとします。協議の結果、契約

内容と仕様、契約金額については、採択された提案をもとに協議するものとします。協議の結果、契

約内容と仕様、契約金額については、採択された提案と変更が生じることがあります。 

  ② 協議終了後、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に規定される随意契約を締結します。 

  ③ 本業務委託契約は、長期継続契約を予定しています。そのため、この契約を締結した日に属する翌会

計年度以降において、この契約にかかる予算が削減又は減額された場合には、この契約を解除するこ

とができます。その場合は、当事者双方共に、その相手方に対して損害の賠償は求めないものとしま

す。 

  ④ 本業務の受託者は、契約締結に当たり、豊中市財務規則（昭和４６年豊中市規則第１３号）に基づき、

契約保証金を納付していただきます（ただし、同規則１１０条の契約保証金の納付の免除規定に該当

する場合を除きます）。契約保証金の納付をする場合は契約金額の１００分の５に相当する額以上を

納めていただきます。 
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１１．その他 

  ① 企画提案書類等の作成及びその他手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限りま

す。 

  ② 企画提案書類の作成に要した費用、旅費、その他本案件への参加に要した経費はすべて提案者の負担

とします。 

  ③ 選定委員会の構成員、提案者名簿等の内容についての質問は一切受け付けません。 

  ④ 業務の運営開始前の事前準備に係る経費は、受託者の負担となります。 

  ⑤ 提出書類に記載された受託業務の担当者等は、市立豊中病院がやむを得ないものとして認める場合を

除き、変更することはできません 

⑥ 応募を取り下げる場合は、様式６「市立豊中病院院内保育所運営事業者選定プロポーザル参加辞退届」

により、速やかに事務局まで通知すること。 

 

１２．事務局（提出先・問い合わせ先） 

  〒５６０－８５６５ 

   大阪府豊中市柴原町４丁目１４番１号 

   市立豊中病院 病院総務課 総務係 

  ℡ : ０６－６８４３－０１０１ 

 E-mail : hsoumu@city.toyonaka.osaka.jp 


